
lC2o 日本の民間企業における 々  / ベーシヨン活動と 特許活動 
一 「全国 ィ / ベーション調査 J の 結果と特許データに 基づく分析 

0 伊地知覚 博 (- - 橋 大 Ⅰ文科 省 ・科学技術政策研 ) 

]. はじめに 

我が国では・いわゆる「第 3 期科学技術基本計画」において   

  科学技術の成果を 基盤に @, マ イノベーションを 創出 1, てくこと 

の 重要性が調われている． また，知的財産基本法の 制定もあ り   

  知的財産を創出・ 活用して・ 和識 基盤社会にふさわしいシステ 

ふの構築がめざされている． こ のような政策の 立案・執行・ モ 

． -- タリング・評価等に 際しでは   現     吠や過去の動向に 関する 事 

実の観測・観察と ， @,nt らのデー タに 基づく分析が 不可欠であ る 

「全国イノベーション 調査」も．このような 科学技術・ イソベ -- 

ション政策のための 基礎的データを 収集することを 目的として 

実施された． 

分析には・「全国イノベーション 調査 J や「科学技術研究調査」 

などの統計調査などを 通じて収集されたデ - タのほか，たとよ 

ぽ ，かつての「産学連携等実施状況」のように ，業務上収集さ 

れた情報からも デ ・ - タが 構築されて利用されている． さらに @ ． 

たとズ - は ・ 「特許行政年次報告書 . の 統計表と !, て 公表さ ナ 」てい 

るデータのように・ 特許行政など 行政事務に係る 様々な事象を 

整理して，それらをもとに 定量的に集計・ 公表されて，るもの 

もあ る． た た．統計調査によっては．利用可能な 資源上㈹制約 

や回答者全般の 負担の適正化を 考慮して標本調査とすることが 

多くあ り・妥当な標本誤差を 見込んで調査を 計画しでも．実際 

には。 井 標本誤差もあ って， デ - タの明示・利用に 際 @- ては． 

調査の特性等にⅡ分に 留意 す る必要があ る   

まだ． これらの調査結果や 統計表は，それぞれ (7) 目的に応 l     

て 作成されでいるため ，当然．それ 車体でも有用であ る f- か l-, 

上 ．述のとおり．現在の 政策は．研究開発から イソベ … シ コンに 

どのようにつながっでいるのか． また・研究開発活 動や イ ソ，、 ; 

… ジ ヨン活動と加的財産活動とがどのように 閉 通して。 ものか 

といったことがらに 関する理解を 前提とすることが 不可欠とな 

っできでおり ， これに応えていく 調査や分析がよ す ま づ 重要と 

なっでいる． このような課題に 対して． とりわけ。 近年の経済 

分析や副   量 昔話 学 等の分野においては．多様なう‥ タツ - ス を 

接続することによっで ，科学技術や ィ / ベーションに 関 汚る理 

解を深めようと 1: 失 されてきでいる． 

このような場合・ 分析用のデ - タベースを構築するにあ たっ 

て． 甲に。 複数のデータ ソ " ス にお い で共通しで利用可能な 観 

測 単位 @ たとえ ぱ   ，企業レベルの 分析においでは ，企業 : の デ 

  タ だけに絞っでしまった 場合． その範囲に属する 特定の観測 

単位だけが分所対象としで 選択きれて l-. ま う． ぞし で．たとえ 

分析から何らがの 結果が待・られたとしても．実際には・ 偏った 

集団を対象とした 分 " 折 !_ しかなりでいない 可能性があ り．結果 

を - 般化 l, て 解釈・利用する、 "- と @.: は危険が伴 う ． 

そこで． 本 稀では・ l 全国 ィ / ベージ㍉ ン 調査 i にお い で収集 

された / ノ 。 、 ・ - ションに関連 す る特許化活動に 関連ずる定量的 
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デ 一夕の妥当性について・ 既存の他のデ - タとの対照を 通じで 

検討するとともに ， l 全国 ィ / ベ -- ション調査Ⅱにおいて 収集さ 

iL た イノベーションに 関連ずる研究開発活動に 関する デ -- タ と 

もあ わせで・研究開発活動やイソベ・ - ション活動と 知的財産活 

動との関連， とくに． 日本の民間企業におけるこれらの 活動の 

方 布 状況について 明らがにするこ - とを目的とする． 

なお． ィ / ベーションに 関する知的財産関連の 分所としては ， 

知的財産に係る 諸制度や連用等がいかに ィ / ベ …ションに有効 

に機能して収益等に 結 ぴ つくかなど．専有可能性に 関する試論 

などもあ るが， 本稿では取り 扱わない． 

2. 特許出願 数 ・有効特許保有数の 推定の妥当性 

2.]. 特許出願 

まず・ / ソ ベーションを 保護するための 特許出願について 見 

てみる． r 全国イノベーション 調査統計 報吉 i の統司   夫 の 表 、 Wg 

に示されているとおり ， l 件でも参照期間 り銭 9 年 -2001 年， 

中に・ イ / ベージコンを 保護 サみ ために特許を 出願したことが 

あ ると回答した 企業は，全体で 9.;,. 大規模企業では 綴 れ ． さら 

に鉱工業大規模企業に 限定 サ ると 5 ㎝。 であ る． とくに・ f ソベ 

- ション実現企業については．その 全体で 28%, 大規模企業で 

は㏄㌔・ さらに鉱工業人規模企業に 限定すると 75%0 であ る．経 

済活動 @ 産業 ! 別に割合に差はあ るが， 全般としてみると ， イ 

/ , べ - ション実現企業が・ またイ ソ，ぐ - シヨン実現企業の 中 "" ぎ 

は企業規模が 大きい方が． よ り多くの割合で． イノベーション 

を保護ずるための 特許出願を行ったことがあ ることがわかって 

レ @ 。   

ただ， 「全国 イ / ベ、 ・ション調査統計報告出では。 この特許 由 

願の有無を含め・ 何らかの特許化活動を 実施 l. た 企業だけに 着 

目しでいるので・ 特許出願使など・ 経済活動 @ 産業 ; 別に見た 特許化活動の 量的な相通 は ついてはわから ふⅠ で・ 以下 

では・ r 全国 イ ノベーション 調査統計報告 @ : こは含まれていない 

@ 全国 ィ / ベ -- ション調査 @ によって得られた デ、   タ から．経済 

活動 ( 産業 @ 別に見た特許化活動の 定量的状況に 関してどのよ 

うに推定されるかということについて・ 見ていくこととする． 

その前提と l, て ． ま ・ ヂ， @ 全国イノベーション 調査 ョで 収集さ 

れたイノベ @ ションを保護 す るための特許出願 数のデ 一夕の妥 

空性や特性について 検討する． 上述のとおり．「全国イ ソベ -. シ 

コン調査」は 標本調査であ り． ぞの結果から 推定きれる母集団 

全体の吠 況 が妥当であ るかどうかを 確認するこⅡは． このよう 

な定量的データを 取り扱 つ仁い くうえで重要であ る． 

「全国イノベーション 調査 l では． " 貴社によって 開発された 

発明またはイノベーションを 保護するために．貴社あ るいは貴 

社ゲループから     出願 :- たか否がを問うている． これは．近年 

の持株会社制度の 導入などにより．企業グル・ ゾ 内の組織が再 

編され・知的財産権 については企業グル‥ プ 全体として特定の 

企業によっで 管理・運営され．研究開発活動が 実施された企業 

とは異なる企業等によっで 特許権 等が保有されるようなケース 

ち あ ることを考慮 l. たからであ る． 
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さて．経済活動ならぴに 企業規模の層ごとにウエイトを 考慮 

して，「全国イノベーション 調査」で対象とした 母集団全体の 年 

平均の特許出願駒を 推定してみると．表 1 に示すとおり ，企業 

全体では 326 ユ ㏄件であ った． 

調査に回答されたデータについては．著しい 異常値であ るケ 

- スを除いて．当該企業における 解釈・判断の 結果であ るとみ 

なすことになる． したがって，統計調査から 得られた推定値が 

全体として妥当であ るかどうかを ，何らかの方法によって 確認． 

する必要があ る．ここでは ，調査からの 推計の妥当性について ， 

同一ではないものの ，別のデータソースから 得られる推計あ る 

いは情報と対照させることを 通じ・ て ，検討して い くこととする． 

まず．特許については．特許データベースが 利用可能であ る 

ことから．これを 用いた推定を 行うことができる．具体的には ， 

特許出願については 出願人の情報があ ることから・これを 利用 

する．方法としては ， まず．株式会社パトリスが 作成している 

PATOL@S データベ - スを用いて．出願人について・ 実現した標 

本の企業名．法人種別．ならびに 本所所在地の 都道府県名を 条 

件 にして．参照期間中における 日本国特許の 特許出願数を 検索 

する．ついで．検索から 得られた結果をもとに ，「全国イノベー 

ション調査」の 場合と同様に．母集団の 数値を推定する． 

対 @ を行うに際してはいくつか 留意すべき点があ る．一つは・ 

調査で実現した 標本についで 検索対象としているため ，まずこ 

こで誤差が生じる 可能性があ ることであ る．また，特許データ 

べ ー スによる検索では     イノベーションを 保護する " と、 、 う限 

定が付かないので．その 点では「全国イノベ @ ション調査」と 

比較して過大となる 可能性があ ることであ る． さらに・検索は 

企業名によるため ，「全国 々 / ベージョン調査」で 想定したよう 

な企業グル - プ内の他の企業によっで 特許権 等が保有されてい 

るケ - ス や ，合併・分割等なども 含めた企業名の 変更には対応 

できない場合もあ り．これらの 点では過小となる 可能性もあ る． 

実際に，検索結果から 推定した結果を 附表 ) と 附表 2 に示す     

附表Ⅰ は ．参照期間中に． 日本国特許を 出願 !. たことのあ る企 

業が，全企業に 対 1. て ，および． 全 イ ソベ 」 - ‥ ンョン 実現企業に 

お い で．それぞれ 占める割合を 示している．上述のとおり・「全 

国イノベーション 調査」における 定義とは異なるので・ 単純な 

比較はできないが ， ここで得られた 数値は．産業ならびに 企業 

規模別の傾向ともあ わせて．『全国イノベ - ション調査統計報告Ⅰ 

統計表の表 39 の数値と概を 3 対応していることがわかる・ 

ところで． r 特許行政年次報告書 J @ 統計 編 」 @ 第 2 章主要統 

計Ⅱ中の「 (6) 出願人別 @ 人・法人・官庁別 @ 出願件数表」に 

は．各年・の 法人に よ る出願件数の 合計が示されている．この 数 

値は特許事務を 整理することによって 得ら 牙 L ている数値であ る． 

この表に示された 数値から算出ずると ，「全国イノベ - ション調 

査 @ の参照期間中における．内国人であ る法人による 出願件数は ， 

表 ] 企業による年間平均特許出願件数，およ ひ ．その企業規模 別 構成比 

企業による年間平均特許出願件数 ( 単位・ 件 ) 
全規模白業 小規模企業 中規模金葉 大規模企業 

全経済活動 326,188 11, 田 7 2l,7799 297 万 167 

鉱工業 W[)2, 田り 5,14f W,2lU 2 万， 7 お 

サービス、 業 13,97j 6 万 8] 2,567 14,829 

企業による年間平均特許出願件数企業規模 別 構成比 

至 規模企業 小規模企業 中規模企業 大規模企業 

全経済活動   3.63%0 6.68%  芯 9.69%0 

麸 工業     6.336%0 Ⅵ ガ 4%0 

サービス、 案 l ㏄ 旧 W0 27. お %0 l071%0 61. ㏄ %0 

出所・ 「全国「                 ，ョニ 調査 i @ 工部科学名科学技術政策研究所 @ 

平均で 410,174 件となる．ところが．附表 2 に示されるとおり ， 

特許データベースを 用いて推定された 参照期間中の 日本国特許 

の年間平均出願数は．実際の 出願数を上回っており・ 実際より 

明らかに過大に 推定されていることがわかる・ 

一方，「全国イノベーション 調査」の結果から 得られた数・ 値に 

ついて．この 術計行政年次報告書』に 示されるデ - タから得 

られた平均出願件数と 対照させて見てみると ，これを下回って 

おり，定義上の 制限があ ることなども 考慮すると．妥当な 推定 

が行われていることが 伺える・ 

2.2. 有効特許 致 

企業による有効な 特許の保有の 状況についてむ・ 特許出願の 

場合と同様に ，その妥当性について ，特許庁から 公表されてい 

る全体データや 特許データベースから 得られる推定値と 対照し 

ながら検討していく． 

「全国イノベ @ ション調査」では ， " 貴社によって 開発された 

発明またはイノベーションを 保護している 効力を有する 特許 " 

を ， " 貴社あ るいは貴社グループが 2 ㈹ 1 年末時点で有してい 

る 数について問うでいる．表 2 は。 調査対象の全体，ならびに ， 

鉱工業．サービス 業における推定値を 示している． 

ところで． [ 特許行政年次報告 劃 「統計 編 」「第 2 章主要統計」 

中の「は 6) 現存権 利関係統計表   @ の「①内覚国人別現存権 利件 

数表」から， 200] 年には，内国人による 965,012 件の特許につい 

て権 利が現存していたことがわかる．この 数値は，件数は 少な 

いと見込まれるものの．個人，官庁や「全国イノベーション 調 

査」の 枠 母集団覚の法人による 権 利保有や・。 イノベーションを 

保護するため     ではない権 利保有も含まれている 可能性があ る． 

また．対象とする 年度は異なるが． 蜘的 財産活動調査』中で 国 

内権 利の特許権 所有件数について 推計きれており・ 2 ㏄ 3 年度は 

の 0 ， 272 件であ るとされている． 

また，上述の 特許デ @ タベース。 P 且 TLOlS デ - タベ - 刈 を 

用いて，特許出願の 場合と同様に ，権 利者の情報を 用いて検索 

することで， 2 ㏄Ⅰ年 12 月 31 日時点での推定値を 算出すること 

ができ   その結果をまとめたものが 附表 3 であ る． この結果は   

特許データと 比較すると若干過大ではあ るが，概ね妥当な 範囲 

に収まっているといえよう・ 

かりに @ 全国イノベ - ション調査 l データが日本特許だけを 

対象にしでいれば． これら特許庁統計のデータよりは 過小にな 

るが． 日本特許との 同一発明を含まない   外国特許も対象に 含ま 

れていれば．それよりは 大きな件数になろう． しかし・いずれ 

にせよ，その 件数はきほど 多くはないものと 想定される． むし 

ろ，特許庁デ @ タならびに特許データベースは ，すでに登録き 

れて権 利が現存している 件敦 たけを対象としているのに 対して・ 

「全国イノベ - ション調査」においては・ 回答企業は・ 審査中あ 

るいは審査予定 9 ものを含めて．実質的に " イノベーションを 

保護するために 有効な持詐の 保有。 の状況に   いて回答してい 

るものと考えられる． 

以上を踏まえて．結果について 検討すると・   " イノベ - ション 

を保護するために 有効な特許の 保有 " につい   も・全体として 

は概ね妥当な 推定値が得られていると 見られ   イ / ベーシゴン 

活動に関する 分析をする上では．有用な 数値，得られているも 

のと考えられる． 

2.3. 小 括 

以上から．「全国イノベ - ション調査」によって 得られた，特 

許出願 致 ，および．有効特許保有数の 推定値 は ついでは・他の 

データソースとの 対照を通じて ，いずれについても 概ね妥当で 

あ ることが 伺 えた．また，有効特許保有数については ，車に特 
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許 が登録されで 権 利が現存するだけでなく．企業にとって・ 実 

際上， " ィ / ベーションを 保護するために 有効な特許の 保有 " と 

して考えられている 件数が推定されていることが 示唆された． 

なお，特許を 定量的指標として 用いる場合には・ 各特許がも 

つ質的特徴を 考慮して・請求頭数や 破引用度といった 指標を用 

いることもあ る． しがし， これらのデータの 利用可能性や 有用 

性を認識しつつも．本稿では ，産業全体の 特性を，主として 企 

業 早位の レベルで人手できるデータをもとにして 検討すること 

を主眼にしているので ，そのような 質的特徴については 捨象し 

で考えで い る． 

3. 経済活動 ( 産業 ) 別の特許出願数の 推定 

「全国 イ / ベージョン調査」では ，経済活動 @ 産業 j 別に・ イ 

ノベーションを 保護するための 特許出願等について 観測してい 

ゐ ため． たとえば・『特許行政年次報告書』からだけではわから ないような経済活動 ( 産業 ) 別の特性について 知ることがで き る 

一例としては ， - 般に・情報通信分野では 多量の特許が 出願 さ 

れていて，いわかる。 特許の藪 (Paten 日 ㎞ cket)" といった状況 

であ るために，実施に 際しては企業 間で クロスライセンス 等が 

よく行われていると 言われているが． これらの背景にあ る特許 

化の吠 況は ついて・定量的に 把握することが 可能となる． 

表 3 と表 4 は，イノベーション 実現企業について．それぞれ ， 

経済活動別の 年間平均の特許出願件数，経済活動別の 年間平均 

V>@ 企業あ たりの特許出願件数について ，上位 10 の経済活動 @ 産 

業 ) を示している @ ここでの経済活動 ( 産業 @ は，「全国イノベ 

ーション調査」で 設定した標本抽出のための 層であ る @. また， 

表には示さないが ， より下位の経済活動 @ 産業 ) ではこれらの 

指標の値はさらに 小さくなり，約 20 の層については 該当する数 

値も得られていない． 

これらの結果から・ 特許出願といった 特許化活動は・ 産業全 

般において共通して 見られるわけではなく ，特定の経済活動 @ 産 

業 @ あ るいはそれらに 分類される企業群によってとくに 活発に 

行われでいることが 明確にわかる． 

ヰ 研究開発活動やイノベーション 活動と知的財産活動との 関連 

研究開発活動と ィ / ベーション活動との 関連については・ す 

でに「全国 イ / ベーシコン調査統計報告』の 統計表の表 23-   表 

76 に示されでおり・ イノベーション 活動実施企業を 対象にした 

    ィ / ベーションに 関連した内部研究開発の 実施 " の 有無に閲す 

る集計 @ 表 24@ から，内部研究開発は・ とくに大規模企業によ 

りて実施されていることがわかつている i 内部研究開発を 継続 

的に実施している 企業が全 ィ / ベーション活動実施企業におい 

て占める割合は・ 全規模では S2%0 であ るが・大規模企業に 限定 

すると S2%c に上る @. また． イ ノベーション 活動に係る内部研 

究開発従事者 ( 専従換算     ) で見ると，全体の S2% の人たちが大 

規模企業において 従事していることもおか う で い る． 

そこで． さらに・知的財産活動・ とくにその中でも 特許出願 

の 有無と・ 内部研究開発活動の 実施の有 虹 やその実施形態との 

表 2 ィ /   いシ 。 シを 保護している 効力を有する 特許 め数 

関連について 推定してみた． その結果を示しているのが 表 5 で 

あ る． 

これによると ， イノベーション 活動実施企業のなかで ，鉱工 

業大規模企業に 限定すれば． 70%0 の企業が，内部研究開発を 継 

続的に実施し．特許も 出願していることが 示されている．しかし・ 

サービス業を 含めると， このような研究開発活動と 知的財産活 

動をともに実施している 企業の割合は 少なくなり・ 大規模企業 

でも全経済活動で 推定すると， 約荻川 0 の企業において ，研究開 

発活動．知的財産活動．イノベ - ション活動が 実施きれている 

ことがわかる． さらに・企業規模が   小さくなると・ 内部研究開 

発ならびに特許出願とも 実施している 企業の割合が 少なくなり， 

全企業規模・ 全経済活動で 推定してみると ， イノベーション 活 

動実施企業のうちの 27% 。 しか・研究開発活動 ( 継続的およ ぴ 非 

継続的 ) と 知的財産活動 ! 特許出願     ) ともに実施していない 結 

果とちっている・ 

「全国イノベ - ション調査」で 用いた " イノベーション " の定 

義は． この種の ィ / ベ - ション調査のための 国際標準的なマニ 

ュアルや中核質問票に 基づいたものであ るが・ 国 全般としてみ 

れば， イノベーション 活動の実施が・ 必ずしも，研究開発活動 

の実施，あ るいは・知的財産活動の 実施とは一致するわけでは 

ないことに留意する 必要があ ろう． 

5. まとめ 

本稿では・ 日本の民間企業におけるイノベーション 活動と特 

許化活動との 関係に関する 実証分析のごく 一端を示した．ここ 

に示した検討の 過程から・「全国イノベーション 調査」において 

収集きれた特許化活動に 関する定量的データについては ，全体 

として見れば 妥当な推定値を 示していることが 伺われ・ これら 

のデータを開示・ 利用していくことが 可能であ ることが示唆さ 

れた・ 

また．特許出願等の 特許化活動の 定量的状況は ，経済活動 ! 産 

業 @ によって異なるということが 改めて確認された．したがって ， 

特許化活動に 関するデータを 含む定量的分析を 行っていく際に 

は・ このような経済活動 @ 産業 @ 別の取り扱いについて 注意を 

払 う 必要があ ることが示唆された． 

きらに． 日本では．研究開発活動も 特許化活動も・その 実施 

者が大規模企業に 集中しで い ることが判明した．そして・ " 研究 

開発活動 - 特許化活動 - イノベ - ション活動 " といった - 連の 

活動が・ かなりの程度・ 同 w の 企業群によって 担われているこ 

とがわかつた．このことから．日本の 状況に関する 分析において・ 

これらの活動に 関連する変数が 同時に利用可能な 標本を用いる 

としても，分析の 対象が大規模企業に 限定される限りにおいて 

は，特定の性質を 有する偏った 集団を選択することとなる 可能 

性は少な。 と見込まれる．他方，中規模企業・ 小規模企業を 対 

象に含めて日本の 状況全般について 分析しょうとする 場合には・ 

研究開発活動も 特許化活動も 一部の企業によってしか 実施され 

ていないことから．分析対象が 全体の中では 偏ってしまう 可能 

性 があ り，十分に留意 l, で い く必要があ ることが示唆された   イ ー ションを 保 議して @ る ・効力を有する 特許の数 7 / べ - ‥ションを保護 L. ている効力を 有する・特許の 数 

全企業 : 単位 : 件 ) 全イソベ -- ラ ・ヨシ実現仕業 ! 単泣 : 件 ) 
全規模企業 小規模企業 中 胡 ． 模 企業 大規模企業 室 規模企業 小規模企業 中規模企業 大規模正業 

全校 済 活動 l.262,739 47,765 82,724 1,132,250 1,178,42@ 29,580 43,538 1.l05.303   
笘 工業 1,]96,L@69 23,667                 l 月 Ul 万 ． 52 1,136,260 20 う 5l - 子， 839 1.U78.87U 

丑 - ピス柴 ㏄， 653 24,089 11,867 30,698 42,144 9,020 6,691 26,433 

出 @ @tT 才 : 「金目 イ                       ョニ 調査」 ( 文部科学者科学技術政策研究所       
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表 3  イソ                   。 シ 実現企業における 経済活動 別 年間平均特許出願 数                       シ ，，実現企業における 経済活動 別 ] 企業当たり年間平均 

Ⅰ労り年一刀㎝ 年 特許出願 数 ， ] 明 9 年 一 2Uol 年 

イ ソ ペ一ション実現企業における 経済活動 別 年間平均特許出願 数 イソベ 一こ， 。 ン 実現企業における 経済活動 別 l 企業当たり年間平均特許出願 致 

全規模企業 大 塊漠 企業 全規模企業 大規模企業 

件驚 ( 件 ) 構成比 件数 ( 件 ) 構成比 @ 単位 : 件 j @ 単位 : 件 ) 
全経済活動 乱 3 段 Al ㏄． 00@wo 圭 経済活動 2 Ⅴ 万 34 ] ㏄ よ朋ね 全経済活動 6.5@) 全経済活動 69.35 

鉱工業 286, ㏄ 6 94.31% 鉱工業 274,140@ 95.34% 鉱工業 l0.38 鉱工業 104.61 

サービス業 ⅤⅡ 39 5. め %0 サービス業 13,395                 サービス業 11 ガ 2 サービス、 業 8.78 

( 上位 l0 産業 @ @. と位 10 産業 @ @ 上位 10 産業 ) ( 上位 10 産業 ; 
電気 桟技 器具製造 ま " 78,l05 25.73% 竃気揺捷 器具製造業 " 76,672 26.67%0 電子計算 傲 ・同附属 表置梨造業 l92.95 電子計算 校 ・何 % 属 装置製造業 726.56 

一投ぬ梼 器具 ゑ ; き圭 43, 甘 U 14.3j%0 -% 糠祐 器具製造業 ・ 39, ㏄ 3 13.79%0 電気業 611.U2 輸送用機械器具製造業 " 1 棚 ． 刀 

き干 i} 俺 *. 耶宙芙 直接直幸 36,986 12.18%0 毛子計 5*, 同舟 9 を 置雑 * 36,897 12.83%0 化学エ業 ㏄． 83 非鉄金属製造業 170.15 

化学工業 32,895 10 ． 紬 %0 化学工業 帥 ， 794  打刀 6%0 電気機械器具製造業 " 28.58 電気機械器具製造業     16012 

自郵軍 ・ 馬 % 属おほ轄 22,0333 7.26%0 自あ f.RBg" ゑ埴婁 71 脚 9 7% ㎝。 非鉄金属製産業 2597 鉄鋼業 134.20 

臨監 鶉唱席轍轄 % ま                             賄朋憩 ・ w 三 % 樺患                             達駝 器具・ 同 ぽを 棲 % 器 ゑ裂 群 24.T4 % ぼ棚ゑ ・ m ぽ雀 &% ぎ具 ゑ進 業 ℡ 9.60 

窯業・土石製品製造 辛 l0283 3.39W0 窯某 ・土石 婁品雙 道学 l0 ， U34 3.49%0 輔送用横枯 器具製造業 " ?2.l0 一 投機械器具製造業 12B ・ 98 

非鉄金属製造業 9,382 3.09%0 非鉄金属製造業 9, お 4 3.77% 。 自動車・同附属品製造業 れュ 2 化学工業 120-78 

その他の製造業 7,838 2.55%0 鉄鋼業 7, 托 6  2. ㏄ %0 鉄鋼業 18.94 自動車・同附属品製造業 l01.4l 

鉄鋼業 7 万 98 2 も U%o その他 み 製造業 7,2 ニ 2.5lq0 三千 計 M&.s9 ゑ 8 き・ $a ぽ 観勒韻 ま Ⅳ． 83 窯業・土石製品製造業 明 ． ]@ 

註 れ : 鷹子 計算 在 同附属装置型 造業 通信機法器具・ m 聞達桂枝器具製造業を 除 い 話 " れ : @ 電子 @ 質糖同甜属 装置製造業．通信 板褐親 ・同関連掛盤 瞑 製造業を玲㍉ 

出所 : r 全国 i ツ， :-j ョ 。 調査」 @ 文部科学 省 科学技術政策研 9 回折 ) M2 " @ 自動車・同附属品製造業を 除く j 
出所 : 「全国 i,.. 卜 リョ ; 調査」 @ 文部科学 名 科学技術政策研究所 @ 

表 5 イ ソ ・ 、 一 ション活動実施企業における 内部研究開発活動ならびに 特許出願の有無の 分布 

  コ ン活動実施企業における 内部研究開発活動ならびに 特許出願の有無の 分布 

会規模世業   小規模企業 中規模企業 大規模企業 

% 許 由 & 内部研究開発 梼咄鱒 内部研究開発 特許 雌 内部研究開発 特許品田 内部研究開発 

全体 実施 ]; 実施 全体 実施不実 曲 全体 実施不実施 全体 実施不実施 
鵠 竹井担桶 的 

圭 経済活動 全体 

& 祐的雅潮 糊目 湖 継親付ヰ臨 的 

l00 S3 2f 四 全体 l ㏄ 46 ㏄ 24 全体 l00 59 21 20 全体 l ㏄ 82 9 9 
有 29 22 5 2 百 22 ト 5 2 有 33 26 6 2 百 包 59 3 2 
毎 7l 臼 2] ㎎ 柾 78 % 25 22 % 67 54 ]6 @ 無 36 お 6 7 

鉱工業 全体 lU@) 盤 28 l4 全体 川 [l ㈱ 巴 托 全体 Ⅰ㎝ あ 乃 12 全体 田 U り U 6 4 
有 3f . 乃 161 l 有 28 21) 7 1   肯 39 32 6 1 有 73 70 2 1 
血 偶 30 22 は 蛙 72 30 27 @5 皿 6l ㏄ ㎎ Ⅱ 無 27 20 3 3 

サ -- ビ ・ ス、 業 全体 l ㎝ 姐 穏 メ 3 主体 l し W 40 26 334 生体 llXl % Ⅴ 例 全体 皿 U 巧 l5 ㎎       J5@ y 一 存 2233 % 5 百 45 品 5 4 
荻 田 ,57 10 ㏄ 掘 85 % 23 32 血 刀 Ⅲ ロ ㎝ 岳 55 29 11 % 

            r 全国                             ョ ニ調査 @ ! 文部科学 埴 科学技術政策研究所 j 

附表 l 日本国特許を 出願したこと 力あ る企業   @999 年   7n0l 年 附表 2 企業 l" おけら年間平均特許出額数   1909 年   2 ㏄ l 年 

日 キ口特許を出額したことのあ キ だ %. Ⅱ り Q 年 - 2 ㎝ 1 年 金葉における 年間平均特許出願 数 ．けの 年 - 2nm@ 年 

                                                                                                        @..,a/abamtss'ffi  @i 全企業 !% 位         呈イ                                 実現 億某 i 単位 :fj 

甥 鈍ま小舟 難 ま城 鮭棄 横軸 葉 輯 % ま サ ・ 槻 % ま㍻ &a@ ま粒紬莱 甥 % まパ % ま モ M% ま 煙軸接 蛾 & 田まり 傲 % ま㍻ 離 また 弗轄 
歪軽済 活動     全経済活動 曲 37 曲 11,021 ・ 35, Ⅱ 2 37,6 は 391,@ 叫 @0 5,94 Ⅰ                               
虹二業     鉱工業 391.067 h, 仁 4 Ⅱ， 2 刈 田 3,Wg 3 ㏄， 鍍 0 3,533 7,747 354, Ⅰ ;79 

サ ーピ                         サ ーピで ・ 幸                 4 戸 92 田 ガ ㏄ 24,20 ヰ 2%,935 ?.l07 l, 丈 6                   
r 全国 @                         調査 l 実現標本           て l. て PATO0IlS データ                   を 用いて推定 r 全国 i , ぺ -, ョ :. 調査 J 実現標本 @, つい - 「 PATOLlS ヂ ‥ タ ，， 一ヌ ．を用、 ・ て 推定 

附表 3 . 現存特許 放 i 推定値 j 200] 年末 

現存特許 軟 @ 定田 

金企業 ( 単位       会イ                           ョン 実現 企莱 @ 社   @ 牛 j 
至親 模丑 荒り・ 規 槙介 穏 由規 複 立案大 擾桟 正美 全規模 企薫 Ⅱ・規模 垂烹 牛黄柏 歪案 大捷 桟 正幸 

全経済活動 @,032.256                   。 乃 295  963.' 帥 gb'.0W99  ]0,557  '9,6 ㎝ 932,4 ㏄ 

鉱工業 9% 卍 ㏄ 12,959 %. セ 0 1.nla,9 の 9 卜 ，㏄ 8 6 万 如 騰 ， 465 892.027 

廿 -. ビ ; く葉 76,567 5,l28 23.842 ね ， 89 ア 仰 ，㏄ 8 4,0l2 3,182 40 ， 454 

    主日 @ ,                                 % 音 @ 実現標本 @             .TPATOL1S・               スを申                 推定 
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